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高等学校等就学支援金変更交付申請書の提出について（通知） 

このことについて、下記事項に留意のうえ高等学校等就学支援金変更交付申請書を作成し、平成30

年11月14日（水）【必着】までに当職あて提出してください。 

記 

１ 提出書類 

(１) 高等学校等就学支援金変更交付申請書（様式第３号） 

(２)  高等学校等就学支援金変更交付申請額内訳（様式41） 

２ 留意事項 

 (１) 高等学校等就学支援金変更交付申請書の作成は、10月末までの生徒の情報変更を確定させた

後に作成してください。 

 (２) 高等学校等就学支援金変更交付申請書の「既交付決定額」は、平成30年10月７日付け法学第

587号で交付決定を受けた額を、「変更交付申請額」は、平成30年度中に高等学校等就学支援金

として受給する額をそれぞれ記入してください。 

(３) 前回交付決定以降に変更がない場合にあっては、変更ない旨の報告書（別紙）を提出してく

ださい。 
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